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令和６年度「全国労働衛生週間」を１０月に実施します 

～ 推してます みんな笑顔の 健康職場 ～  

（令和６年度全国労働衛生週間スローガン）  
 

 

厚生労働省では、９月１日から 30日までを準備期間、10 月１日から７日までを本週間 

として、令和 6年度「全国労働衛生週間」 を実施します。 

徳島労働局（局長 竹中郁子）では、同週間の実施に当たり、局長メッセージ(別添：資 

料１）を発出して、事業者に対して、誰もが笑顔で健康に働くことのできる職場環境の形 

成を促してまいります。 

 

全国労働衛生週間は、労働者の健康管理や職場環境の改善など、『労働衛生』に関する 

国民の意識を高め、職場での自主的な活動を促し、労働者の健康を確保することを目的 

として、昭和 25 年から毎年実施されており、今年で第 75 回を迎えます。 

今年度は、「令和6年度全国労働衛生週間実施要綱」（別添：資料２）に基づき、９月 

  １日から30日までを準備期間、10 月１日から７日までを本週間として実施されます。 

この間、各事業者に対して、日常の労働衛生活動の総点検を行うとともに、事業者な 

どの管理者による職場巡視のほか、労働衛生旗の掲揚やスローガンの掲示、優良職場・ 

功績者の表彰など労働衛生意識の高揚等を図る取組を推進するよう求めています。 

徳島労働局では、関係団体を通じて各事業場へ労働局長メッセージ（別添：資料１） 

を発出し、その周知を図るほか、管下の労働基準監督署においては、準備期間中に説明 

会を開催するなど、事業者に対して全国労働衛生週間の取組を促すこととしています。 

【労働衛生週間リーフレット（別添：資料３）】 
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令和６年８月２９日 

【照会先】 

徳島労働局労働基準部 健康安全課 

課    長 岡崎 正憲 

地方労働衛生専門官 鳴滝 伸彦 

（電話）088－652－9164 
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＜添付資料＞ 

  

  資料１  全国労働衛生週間 徳島労働局長メッセージ 

 

資料２  令和 6年度全国労働衛生週間実施要綱 

 

資料３  第75回全国労働衛生週間リーフレット 
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